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研究成果の概要（和文）：韓国の女性のアクティビズムは「韓国女性運動の四世代」と呼ぶべき多層の有機的連
携協力が基盤となっている。しかし近年の女性の地位向上でミソジニーが広がり、サイバー性暴力が手軽・安
易、かつ強力に、女性への反撃攻撃を行う手段を提供している。 
また、スコットランドではトランスジェンダーの権利を拡張する法整備の進行により女性の安全の確保を理由と
してこれに反対する女性グループとの対立や物理的暴力的な接触を含む葛藤も生じている。この問題について
は、韓国においては女性運動の立場とアカデミアのフェミニズム研究が必ずしも連携しておらず、むしろ乖離が
生じている。

研究成果の概要（英文）：Women's activism in Korea is based on a multi-layered, organic partnership 
and cooperation that we might call the "four generations of the Korean women's movement. However, 
with the recent rise in women's status, misogyny has spread, and cybersexual violence provides an 
easy, cheap, and powerful means to launch counterattacks against women. 
In Scotland, the ongoing legislation to extend transgender rights has also led to conflicts, 
including confrontations and physical violent contact with women's groups that oppose this on the 
grounds of ensuring women's safety. In Korea, the position of the women's movement and feminist 
research in academia on this issue have not always been aligned, but rather diverged.

研究分野： ジェンダー研究
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研究成果の学術的意義や社会的意義
さまざまなマイノリティの人権の擁護は当然推進されるべき課題であるが、近年急速に広がっているトランスジ
ェンダーの権利の推進は、女性の安全や権利との両立という点で、問題や困難も生じさせていることをスコット
ランドや韓国との比較研究によって具体的に明らかにできた。アカデミアにおけるフェミニズム研究はこの点で
必ずしも問題解決に貢献できておらず、女性たちの運動とのさらなる協力や連携が求められていることも明らか
にすることができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

 

世界的に＃MeToo 運動が活発化し、性暴力やセクシュアル・ハラスメントと闘う女性たち

の動きがみられるが、韓国では欧米以上に＃MeToo 運動が盛況で女性差別を変革していく社

会的動きが加速している。そこには、韓国社会が「慰安婦」問題を鍵として性暴力問題への

社会的認識を変化させていったプロセスが伴っており、被害国側/加害国側の違いを超えて

日本社会への重要な示唆となりうる。日本では、セクハラ防止の法制化から約 30 年、刑法

改正による強姦罪規定変更等がおこなわれたものの、被害にあった女性が「声があげられな

い」ばかりか、性暴力や性差別一般に抗議の声が上げにくい事態が続いている。これまで強

調されてきたように、職場の上下関係や力関係のために「No と言えない」事情を十分に汲

み取ることは何よりも大切ではあるが、しかし中長期的視点からみれば、女性自身が意思を

伝えることのできる力を身につけ、可能な限り声を上げられるようにしていくことが重要

なのは言うまでもない。そこで、日本における性暴力・セクハラ問題についての取り組みを

とくに女性のエンパワーメントを通じて前進させるために、韓国や他国の経験に学ぶ必要

があるという認識から研究を開始した。 

さらに、近年欧米で進展しているトランスジェンダーの権利運動は、フェミニズムや女性

の権利運動と共有する部分はあるものの葛藤する面もあり、性暴力への抵抗・女性の安全と

いう点は見逃せないところである。韓国およびイギリス（スコットランド）の経験と葛藤を

学ぶことで日本に生かせることが期待できる。 

 

 

２．研究の目的 

 

【研究目的① 韓国から学ぶセクハラ性暴力問題への対応とジェンダー問題】 

東アジアの家父長制的伝統を残し、世界ジェンダーギャップ指数においてもともに低位

にあることに示されるように現在も女性の社会的地位が同様に低い日韓両国であるが、近

年およそ 20 年間の韓国でのジェンダー関連施策の進展は目覚ましい。女性団体が大同団結

した韓国女性団体連合会をエンジンとして政界・法曹界・官界のいずれにおいても女性の進

出はめざましく進み、性暴力関連法や売買春に関係する法の改正も行われている。こうした

韓国社会における性暴力に関する社会的意識の変化の背後には、「慰安婦」問題についての

30 年以上に及ぶ取り組みの蓄積が作用している。 

翻って日本では、ジェンダー平等の進展および性暴力についての法や諸制度の改革の進

行は遅い。2017 年刑法改正、2023 年不同意性交等罪などの施行はあったが、被害者支援制

度も未だ脆弱で、性暴力への対応はなお国際的にみても大きく立ち遅れた状況にある。セク



シュアル・ハラスメントに関しても取り組みは進んできたが、相変わらず被害は生じており

被害を告発した女性たちへのバッシングは激しい。 

こうした性暴力問題への対応の遅れ・社会的認識の浅さは、韓国の状況と併せて考えるな

らば、この 20年間にわたる「慰安婦」問題についての認識の後退、一般にも広がる元「慰

安婦」バッシングと連関がある可能性がある。「慰安婦」問題への取り組みの後退と性暴力

問題の停滞は、単純な因果関係があるわけではないが、韓国の場合と比較するならば、女性

の性被害を虚偽とし告発を無化しようとする点において、この二つの問題は深く通底し互

いを補強しあっている。そこから、韓国において「慰安婦」問題の取り組みが社会的理解・

賛同を得てきたプロセスを現在の＃MeToo 運動から遡って解明し、それを日本での後退の経

過およびその背景と比較研究することによって、国際人権レベルに拠った「慰安婦」問題の

解決と、今後将来の日本社会の性暴力問題の取り組みを前進させていく、両方につながる方

策を得る。 

 

【研究目的② 「ジェンダー」概念の広がりと女性の権利獲得の停滞】 

本科研費申請時の研究目的としては明記していなかったが、研究の進行の中で、トランス

ジェンダーの権利獲得の運動の進展が、本科研研究のテーマである女性の性的安全や尊厳

と必ずしも適合しない状況が生じてきたこと、かつ、スコットランド Glasgow Caledonian 

University に客員研究員として滞在する機会を得たことから、性暴力問題の一環としてト

ランスジェンダーと女性の安全に関する問題についての検討を始めた。 

スコットンドは英国内で高度な自治が認められており、イングランドよりもプログレッ

シブなトランスの権利を認める法制度がすでに施行されており、とくに性別移行をより容

易にする法が 2022 年にスコットランド議会で可決された。これは、英国会により suspend

されたが、実質的にはこれにより公共スペースの更衣室やトイレ、矯正施設等での性自認に

よる利用使用がさらに進行した。そしてスコットランドにおいては、トランスの権利運動の

進展の陰で、女性の安全の確保を理由としてこれに反対する女性グループは、Let Women 

Speak 等と名付けられた催しをスコットランドならびにイングランドで実施し、トランスの

権利派と物理的暴力的な接触を含む葛藤を生じる事態となっている。 

政治状況含め様々な事情は異なるが、日本でもＬＧＢＴ理解増進法が成立し、男女共同参

画事業が「ダイバーシティ推進」に方向転換し、むしろ女性の権利の運動が後退するのでは

ないかというおそれもある。このなかで、スコットランドの事情を知ることは日本にとって

示唆が大きいはずである。 

 

３．研究の方法 

１）韓国社会ではどのように「慰安婦」や性暴力被害者へのバッシングや差別を克服してき

たのか。そして世界的な「ダイバーシティ」「トランスの権利の拡大」運動のなかで、女性

運動家・法律家・フェミニスト学者はどのように立ち位置を定め取り組みを行っているのか、



主として聞き取り調査と資料・文献調査によって解明する。 

２）スコットランドにおいては、①トランスジェンダーの権利推進の法制化のプロセスにつ

いて、スコットランド議会図書館等での資料調査を行う、②女性の運動をこれまで担ってき

た公共セクターの近年の変化を Glasgow Women’s Library を一例として調査する、③トラ

ンスの権利運動の進展の一方で、女性の安全の確保を理由としてこれに反対する女性グル

ープ、とくにレズビアングループに聞き取り調査および資料調査を行う。 

 

 

４．研究成果 

コロナ禍により、2020 年度に予定していた韓国での長期現地調査を見送り、文献 およびイ

ンターネット上での調査に注力し、2022 年にスコットランド長期調査を行った。 

その結果、以下の知見を得た。 

1）韓国では近年の女性のアクティビズムには目を見張るような勢いがあるが、そこには、

「韓国女性運動の四世代」と呼ぶべき、多重の層がある。すなわ ち、80年代の民主化運動

における女性運動家・90 年代の世界的な女性運動の中で登場したフェミニスト運動家・民

主化運動以降のインターネットを駆使して活動 するヤングフェミニスト・2015 年のメガリ

ア登場以降の SNS を駆使してミソジニーと闘う女性たちである。比較的高齢の前 2 者が持

っている組織力で後 2者の若手フェミ ニストたちに支援するという有機的な連携協力がな

されていることが、韓国の活発な女性運動の基盤となっている。しかし一気に社会の変革が

進むわけではなく、とくにサイバー性暴力の被害は日本以上にすさまじいものがある。これ

は、日本も共通だが、東アジア的女 性蔑視・女性の貞操観のベースの上に、近年の女性の

地位向上で、ミソジニーが広がっていることに起因している。これは、ギデンスが現代に DV

や性暴力が広がっている理由として と指摘しているとおりだが、サイバー性暴力は、さら

に手軽・安易に、かつ強力に、女性への反撃攻撃ができる手段を提供している。  

 

２）スコットランドでは世界に先駆けてトランスジェンダーの権利を拡張する法整備が進

んでいるが、これにより公共スペースの更衣室やトイレ、矯正施設等での性自認による利用

使用がさらに進行し、女性の安全の確保を理由としてこれに反対する女性グループとの対

立や葛藤も物理的暴力的な接触を含む葛藤も生じ、とくにレズビアン女性やムスリム女性

への深刻な影響が生じている。 

一方、ソウルにおいては、トランスの権利を推進する側および懸念する側の両方の中心人

物たちに事情を聴取するとともに、先端的フェミニズム研究を行う研究者との意見交換を

行ったが、とくにソウルでは、これまで歴史的に性暴力と闘ってきた女性運動の蓄積が現在

のフェミニズム運動につながっていること、しかしながらそれとアカデミアのフェミニズ

ム研究が必ずしも連携しておらず、むしろ乖離が生じていることがわかった。 
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